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PH letter for 辻・本郷 社会保険労務士法人が

毎月発行する事務所報。
法改正など、みなさまのお役に立つ情報を
お届けしていきます。

令和5年12月22日閣議決定された「こども未来戦略」に基づき、令和8

年度から新たに「子ども・子育て支援金」の負担が始まります。企業の従

業員など被用者保険に加入している方の負担額は、給与額（標準報酬月額）

により異なり、令和 8 年 4 月保険料（5 月に給与天引き）より徴収が始ま

ります。本稿では、子ども・子育て支援金の内容について解説いたします。

子ども・子育て支援金について

1 背景

少子化・人口減少の危機を受けて策定された「こども未来戦略」に基づき、子育て世帯への給付を大幅に増やす「加
速化プラン」が始動しました。少子化の傾向を改善することは、日本の経済・社会システムの維持、労働力の確保、
さらには国民皆保険制度の維持に直結すると考えられています。

2 目的

児童手当の拡充（所得制限の撤廃、高校生年代までの延長、第 3 子以降の増額など）、「育児時短就業給付」や、両親
の育休取得を促す「出生後休業支援給付」など様々な施策の費用に充てられます。

3 徴収方法

（1）徴収の開始時期と形式

令和8年（2026年）4月分の保険料から徴収が始まります。ただし、
実際に手元から引き落とされる具体的な時期は、加入している医
療保険によって異なります。

（3）金額の算出と明示

被用者保険（企業の従業員など）の場合、負担額は「標準報酬月額 × 支援金率」で算出されます。支援金率は毎年度見直さ
れる予定です。給与明細への記載は、法律上の義務ではありませんが、社会全体で支え合う趣旨を理解してもらうため、「子
ども・子育て支援金」の内訳を表示する取組が推奨されています。

（2）被保険者ごとの徴収形態

新たに別の納付書が届くわけではなく、
毎月の医療保険料に上乗せされる形で徴収されます。

対象者 加入保険 徴収方法

会社員・公務員 被用者保険（健保・共済） 特別徴収（給与天引き）

年金受給者 国民健康保険 ／ 後期高齢者医療制度 特別徴収（年金天引き）

自営業・フリーランス 国民健康保険 普通徴収
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・子ども家庭庁ホームページ「子ども・子育て支援金制度について」
　https://www.cfa.go.jp/policies/kodomokosodateshienkinseido

・子ども家庭庁ホームページ「加速化プランによる子育て支援の強化と子ども・子育て支援金について
　 https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/caced149-9e77-4b1f-9ade-99232146f572/c4c8f02c/20251226councils-shingikai-kodomo_kosodate-kanri-caced149-01.pdf

（参照2026/1/8）

（参照2026/1/8）

（4）免除制度

企業の従業員については、現在の医療保険料や厚生年金保険料と同様に、育児休業期間中の支援金は免除制度があります。
医療保険加入者一人当たりの平均徴収額は下図の通りです。

子ども・子育て支援金に関する試算（医療保険加入者一人当たり平均月額）

（注１）

（注２）

（注３）
（注４）

（注５）

（注６）

本推計は、一定の仮定をおいて行ったものであり、結果は相当程度の幅をもってみる必要がある。金額は事業主負担分を除いた本人拠出分であり、被用者保険においては別途事業主が労使折半
の考えの下で拠出。なお、被用者保険間の按分は総報酬割であることを踏まえ、実務上、国が一律の支援金率を示すこととする。
被用者保険の年収別の支援金額については、数年後の賃金水準によることから、試算することは難しいものの、参考として、令和４年度実績の総報酬で機械的に一人当たり支援金額（50円丸め、
月額、令和 10年度）を計算すると（＊）、年収 200 万円の場合 350 円、同 400 万円の場合 650 円、同 600 万円の場合 1,000 円、同 800 万円の場合 1,350 円、同 1,000 万円の場合 1,650 円（総
報酬割であることから協会けんぽ・健保組合・共済組合で共通）。ただし、政府が総力をあげて取り組む賃上げにより、今後、総報酬の伸びが進んだ場合には、数字が下がっていくことが想定される。
＊令和 10年度に被用者保険において拠出いただく 9,000 億円について、令和４年度の総報酬である 227 兆円で割ると 0.4％であることから、労使折半の下、本人拠出を 0.2％として計算。
国民健康保険の 1世帯当たりの金額は令和４年度における実態を基に計算している。
国民健康保険の支援金については、医療分と同様に低所得者軽減を行い、例えば夫婦子１人の３人世帯（夫の給与収入のみ）における一人当たり支援金額（50円丸め、月額、令和 10年度）でみると、
年収 80万円の場合 50円（応益分７割軽減）、同 160 万円の場合 150 円（同５割軽減）、同 200 万円の場合 200 円（同５割軽減）、同 300 万円の場合 400 円（同２割軽減）。国保の被用者の世帯では、
これらの層がボリュームゾーンであり、年収 400 万円以上については上位約１割と対象が限定されるため（＊）、この層をさらに細かく区切ってみていくことについては留意が必要であるが、以下、
参考として、同 400 万円の場合 550 円（軽減なし、以下同じ）、同 600 万円の場合 800 円、同 800 万円の場合 1,050 円。なお、支援金制度が少子化対策にかかるものであることに鑑み、こど
もがいる世帯の拠出額が増えないよう、こども（18歳に達する日以後の最初の３月 31日以前である者）についての均等割額は全額軽減。
＊年収 600 万円は上位約５％、800 万円は約２％に該当。年収 1,000 万円は上位約１％に該当し、ごく少数であるほか、現時点で令和 10 年度における賦課上限を定めることができないため、
金額は一概にいえない。
後期高齢者医療制度の支援金についても、医療分と同様に低所得者軽減を行い、例えば単身世帯（年金収入のみ）における一人当たり支援金額（50 円丸め、月額、令和 10 年度）でみると、年
収 80万円の場合 50円（均等割７割軽減）、同 160 万円の場合 100 円（同７割軽減）、同 180 万円の場合 200 円（同５割軽減）、同 200 万円の場合 350 円（同２割軽減）。年金収入のみの者では、
これらの層がボリュームゾーンであり、年収 250 万円以上については上位約１割と対象が限定されるため（＊）、この層をさらに細かく区切ってみていくことについては留意が必要であるが、以下、
参考として、同 250 万円の場合 550 円（軽減なし、以下同じ）、同 300 万円の場合 750 円。
＊年金収入 300 万円は上位約５％に該当。年金収入 400 万円以上は上位約１％に該当し、年金給付額が一定範囲にあるため例外的なケースであるほか、現時点で令和 10 年度における賦課上限
を定めることができないため、金額は一概にいえない。
介護分の保険料額は、第 1号保険者（65歳～）の 1人当たり月額（基準額の全国加重平均）で 6,225 円（令和 7年度）、第 2号被保険者（40～ 64 歳）の 1人当たり月額（事業主負担分、公費分を含む）
で 6,202 円（令和 7年度見込額）

加入者一人当たり支援金額

令和８年度試算額

全制度平均

被用者保険

国民健康保険
（市町村国保）

後期高齢者医療制度

（参考）被保険者一人当たり 500 円

（参考）一世帯当たり 300 円

250円
（参考）被保険者一人当たり 450 円

350円
（参考）被保険者一人当たり 550 円

350円
（参考）被保険者一人当たり 650 円

（参考）被保険者一人当たり 600 円

（参考）一世帯当たり 450 円

350円
（参考）被保険者一人当たり 550 円

400円
（参考）被保険者一人当たり 700 円

450円
（参考）被保険者一人当たり 800 円

（参考）被保険者一人当たり 800 円

（参考）一世帯当たり 550 円

450円
（参考）被保険者一人当たり 700 円

550円
（参考）被保険者一人当たり 900 円

600円
（参考）被保険者一人当たり 1,000 円

11,000円

9,800円

（参考）被保険者一人当たり18,300円

7,600円

6,600円

（参考）一世帯当たり11,300円

10,400円
（参考）被保険者一人当たり16,700円

11,600円
（参考）被保険者一人当たり19,800円

12,000円
（参考）被保険者一人当たり21,100円

協会けんぽ

健保組合

共済組合

令和９年度見込み額 令和 10年度見込み額（①）

（参考）
加入者一人当たり
医療保険料額

（令和４年度実績）（②）

（参考）

①／②

4.6 %

4.5 %

4.2 %

4.7 %

5.0 %

5.1 %

5.1 %

（月額、支援金額は 50円丸め、保険料額は 100 円丸め）

https://ht-hr.jp/

